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 内閣府は3月16日、デジタル技術の活用と

規制緩和で地域の健康・医療の課題解決を目

指す「デジタル田園健康特区」の指定を受け

た3自治体との初会合を開催。 

今後進めていく区域計画の「象徴的な取組」

として、「健康医療情報の自治体を超えた

データ連携の実現」のため、データエクス

チェンジ機能を試作して実証・調査を行う調

査事業を実施していくことが確認された。 

 

 

 

 会合の正式名称は「加賀市・茅野市・吉備

中央町革新的事業連携型国家戦略特別区域会

議」。デジタル田園健康特区に指定された石

川県加賀市、長野県茅野市、岡山県吉備中央

町の首長と岡田直樹内閣府特命担当相（地方

創生担当）、有識者8名（いずれも国家戦略

特区ワーキンググループの委員）などが参加

した。 

 デジタル田園健康特区は、地理的な条件に

とらわれず指定された「バーチャル特区」と

して3自治体が一体的に指定されている。 

従来、こうした特区の取り組みはなかなか

横展開されなかったため、行政の仕組みや地

場の企業などの各種環境が異なる地域をあえ

て組み合わせた。会合の締めくくりで岡田担

当相が「デジタル田園健康特区がデジタル田

園都市国家構想を先導するモデルとなってい

ただくための第一歩」と発言しているように、

きたる“超少子高齢化社会”への打開策と位

置づけられている。 

 とりわけ、前述の「データ連携」は喫緊の

課題だ。参加した有識者からは「電子カルテ

情報の共有化、標準化について国で議論を始

めてから20年間、遅々として進んでこなか

った現状が大きく前進することを期待してい

る」とのコメントも出ている。 

今年4月から医療機関に義務付けられるオ

ンライン資格確認によって、国民健康保険も

社会保険もデータを一元管理できるようにな

ったが、まだ膨大な健康・医療分野の情報が

対応できているわけではない。その意味では、

新たに採用された標準規格（HL7・FHIR）

を基軸とした調査事業によって構築される情

報共有基盤が、今後のデータ連携のカギを握

るといっても過言ではないため、今後の取り

組みを注視する必要がある。 

 

 

 

 そのほか、取り組む事業の「基本的事項」

として「救急医療や在宅医療におけるタスク

シフトの推進」「妊産婦健診情報を踏まえた

先端的予防医療サービス」「AI等を活用した

遠隔医療・リハビリや介護サービスの充実」

「情報銀行等を通じた健康・医療データの幅

広い連携・活用」「医薬品の効率的配送」な

どが挙げられた。 

これに紐づけて発表されたのが、医療版情

報銀行も進めている石川県加賀市の「ス

タートアップエコシステム」の取り組みだ。 

経済産業省の外国人起業活動促進事業の認

定を受け、創業人材など多様な外国人の受け

入れを促進していくという。バーチャル特区

が医療ベンチャー創業を後押しし、新たな経

済圏を生み出すことにつながるか、国と自治

体の舵取りに注目したい。   
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 厚生労働省は、3月16日に「オンライン診

療の適切な実施に関する指針」の見直し案を

公表。オンライン診療の提供体制において

「最低限遵守する事項」に「ホームページや

院内掲示等において、本指針を遵守した上で

オンライン診療を実施している旨を公表する

ものとする」を新設。また、情報セキュリテ

ィに関して大幅に項目を増やしており、今後

新たにオンライン診療を行う医療機関だけで

なく、すでに実績のある医療機関もしっかり

と確認しておく必要がありそうだ。 

 

 

 

 情報セキュリティ対策を含む「オンライン

診療の提供体制」の大きな変更点としては、

従来「医師が行うべき対策」としていたのを

「医療機関が行うべき対策」としたのも見逃

せない。サイバー攻撃のリスクが医療機関全

体で高まっていることを受けてのことと思わ

れ、「基本事項」にもそれをうかがわせる新

設項目が頻出している。 

 象徴的なのは、最初の項目で「オンライン

診療に用いるシステムを提供する事業者によ

る説明を受け、十分な情報セキュリティ対策

が講じられていることを確認すること」とし

たうえで、「当該確認に際して、医療機関は

責任分界点について確認し、システムの導入

に当たっては、そのリスクを十分に理解する

こと」としていることだ。「責任分界点」と

いう言葉に、医療機関として負うべき責任へ

の自覚を求めているニュアンスが感じられる。 

 また、セキュリティリスクについて、患者

にも説明し合意を得たうえで「双方が合意し

た旨を診療録に記載」するよう求めているの

も注目したい。従前もセキュリティリスクと

責任の所在について患者に説明し、合意を得

ることは指針に盛り込まれていたが、「診療

録に記載」と記録を残すアクションを要求し

ていることに医療機関は留意すべきだろう。 

 

 

 実務的な部分に踏み込んだ項目も多数新設

された。たとえば画面共有機能については

「相対的にセキュリティリスクが低減されて

いる」としているが、「患者から提示された

二次元バーコードやURL等のリンク先」につ

いては「アクセス及びファイルのダウン

ロード等はセキュリティリスクが高い」と指

摘。また、患者の本人確認の方法や診療にあ

たる医師の本人照明の方法などについても細

かく説明されているので、院内で医師に対し

てオンライン診療の研修を実施する際にも役

立ちそうだ。 

 オンライン診療料（現在はオンライン初診

料）の届出状況は、2021年7月時点で

7,067（病院649、診療所6,418）。 

厚生労働省の「医療施設調査」によれば、

2020年10月1日時点で「活動中の医療施設」

は178,724施設なので、約4％と未だ普及

しているとは言い難い。ただし、届出数自体

は急激に伸びており、国が医療DXの推進に

力を入れていることも踏まえれば、有望な

マーケットであることは間違いない。 

今後、新型コロナウイルス以上のパンデ

ミックが起こる可能性も十分に考えられるた

め、未導入の医療機関も環境整備だけは早急

に進めておくべきではないか。  
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厚生労働省は3月13日、「健康・医療・介護情報利活用検討会 健診等情報利活用ワーキン

ググループ 第11回民間利活用作業班」（主査＝山本隆一・医療情報システム開発センター理

事長）を開催し、民間PHRサービスの利用状況調査や日本医師会（松本吉郎会長）を通じて実

施した医師へのPHR利活用のアンケート調査結果を報告の上、意見交換を行った。 

民間利活用作業班では、まず、NTTデータ経営研究所から、PHR事業者を対象としたアン

ケート（回収数109件/対象663件）とヒアリング（約20件）、そして、医療・介護を受けて

いる人などを対象とした個人向けアンケート（約2000件）の調査結果を報告した。 

それによると、個人アンケートにおける「PHRの利用状況」の問いに対しては、「現在

PHRを利用している」が17.0%、「現在PHRを利用していないが、過去には利用していた」

が4.2%、「現在PHRを利用しておらず、過去にも利用したことがない」が78.8%となり、

「PHRサービスを利用したきっかけ」の問いには、全体で「自分で把握したい情報があるから」

が54.6%で最も高く、「無料だから」が46.2%で続いている。 

これを「要介護者」、「治療中」、「健常者」別で見ると、「健常者」と「治療中」は全体

と同様に「自分で把握したい情報があるから」と「無料だから」の2つが上位を占める一方で、

「要介護者」は「自分で把握したい情報があるから」が最上位ではあるが、「介護事業所・施

設、ケアマネジャーからの依頼や推薦があったから」が2番目となり、「医療機関からの依頼

や推薦があったから」も高い回答率を示す結果となった。 

 

 

「PHRサービスで利用しているサービス」の問いに対して、利用者の「要介護」、「治療中」

別では、「ヘルスケア管理」が約60%と最も割合が高く、「フィットネス・歩数」（約40～

50%）、「お薬手帳」（約30～40%）が続き、未利用者では、利用者と比べ、「お薬手帳」

や「健診結果管理サービス」へのニーズが高かった。 

「PHRサービスで利用している機能」については、「個人の健康関連データを記録・管

理・閲覧する機能」が「要介護者」、「治療中」、「健常者」において約50～70%と最も割

合が高く、「要介護者」では「病院の受診や救急搬送時に自分の健康関連データを医療機関等

外部に連携・提供する機能」が41.1%、「個人の健康関連データを出力・他のアプリ等と連携

する機能」が37.3%となり、他の機能と比べて利用率が高い。 

また、「治療中」、「健常者」と比べて、各機能の使用割合が総じて高い結果となった。 
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週刊医療情報（２０２３年３月２４日号）の全文は、当事務所のホームページよりご確認ください。 

「PHRサービスに改善してほしい内容」の問いについては、「要介護者」では「医学的な観

点に基づき利用者が実施した方が良い事項の通知をしてほしい」が約50%、「治療中」では

「医療機関と情報を共有できるようにしてほしい」が約40%、「健常者」では「PHRサービ

スごとに操作が異なるため、ある程度統一してほしい」が約40%でそれぞれ最も高く、「医療

機関と情報を共有できるようにしてほしい」は、「治療中」、「健常者」においても2番目に

高い回答となった。（以降、続く） 

 

 

 

 
 

3月13日に開かれた「健康・医療・介護情報利活用検討会 健診等情報利活用ワーキンググ

ループ 第11回民間利活用作業班」（主査＝山本隆一・医療情報システム開発センター理事長）

では、事務局（経済産業省ヘルスケア産業課）から、日本医師会が全国の会員医師を対象とし

て2023年1月に実施したPHR利活用に関するWebアンケート結果（有効回答数908件/うち

PHR使用未経験者は817人）について報告した。 

同調査は、全国の医師会会員に対して実施したため、50歳代・60歳代、開業医・病院院長

が多数を占め、診療科では内科・消化器外科が多い回答構成となった。PHRを利用したことの

ある医師は、年代別では若年層ほど利用経験者の割合が高く、診療科別では「内科」「消化器

内科」「循環器内科」におけるPHR経験者が多い傾向が見られた。 

PHRデータの利用目的としては、治療効果の向上を目的にPHRデータを使用する医師が最

も多く、実際に効果に満足する医師が多い。また、PHRを利用した医師は他医療機関で入力さ

れたデータの価値が高いと評価し、PHR利用経験ありの医師の9割以上が活用に期待をし続け、

経験なしの医師においても6割が活用に期待すると回答している。 

前回調査（20年度）と比較すると、医師間でのPHRの信頼性が高まる一方で、今後、さら

なるPHR活用に向けて、より利用を促進するにはシステムの操作性向上・データの標準化が求

められているとしている。 

長島公之構成員（日本医師会常任理事）は、「医療機関と介護施設の情報連携において、そ

れぞれ必要とするデータの精度があるため整合性を取る必要がある。お互い歩み寄る姿勢が重

要だ」と指摘した。 

また、「PHRデータを利用したことのある医師とない医師の比較は有用となる」と言及。さ

らに、「PHR情報だけでなく、今後、オンライン資格確認等システムを活用して閲覧可能な電

子カルテの3文書6情報や、地方医療連携ネットワーク上の情報など、それらとどうすみ分け、

組み合わせをするかが重要となる。引き続き、同様のアンケート調査を実施し、それらで得ら

れたデータなどを参考としながら混乱が起きないように整備をお願いしたい」と要望した。 
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病院の施設数は前月に比べ 増減なし、病床数は ３１７床の減少。 

一般診療所の施設数は ７０施設の増加、病床数は ２７９床の減少。 

歯科診療所の施設数は ３６施設の減少、病床数は 増減なし。 

 

 
 

各月末現在 

 

施設数 

  増減数  

   病床数 

増減数 令和 4 年  

１０月  

令和４年  

９月  

令和 4 年  

１０月  

令和４年  

９月  

総数        181 138          181 104        34   総数     1 572 855   1 573 451 △   596   

病院            8 156            8 156  -  病院     1 492 640 1 492 957 △    317   

 精神科病院            1 056            1 056  -   精神病床        321 646      321 828 △    182   

 一般病院            7 100            7 100  -  
 感染症 

 病床 
           1 913          1 909             4   

 療養病床を 

 有する病院 

（再掲） 

           3 456            3 458   △    2    結核病床            3 855          3 863    △      8   

 地域医療 

 支援病院 

（再掲） 

             670              671   △    1    療養病床        278 362      278 694 △    332   

        一般病床        886 864      886 663         201   

一般診療所        105 259          105 189        70   一般診療所          80 157        80 436 △   279 

 有床            5 939            5 958  △   19          

  療養病床を

有する一般

診療所（再

掲） 

             581              586   △    5   
 療養病床 

 （再掲） 
           5 695         5 745   △     50   

 無床          99 320           99 231        89          

歯科診療所          67 723           67 759  △   36   歯科診療所               58               58  -  
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令和４年１０月末現在 

  

  
病 院 一般診療所 歯科診療所 

施設数 病床数 施設数 病床数 施設数 

総数  8 156 1 492 640  105 259  80 157  67 723 

 国 厚生労働省   14  4 168   20 - - 

   独立行政法人国立病院機構   140  52 492 - - - 

   国立大学法人   47  32 733   147 - - 

   独立行政法人労働者健康安全機構   32  11 864   1 - - 

   国立高度専門医療研究センター   8  4 063 - - - 

   独立行政法人地域医療機能推進機構   57  15 259   5 - - 

   その他   18  3 322   367  2 173   4 

 都道府県   188  46 350   320   186   7 

 市町村   599  120 736  3 459  1 989   251 

 地方独立行政法人   129  51 645   38   17 - 

 日赤   91  34 460   202   19 - 

 済生会   82  22 107   56   10   1 

 北海道社会事業協会   7  1 622 - - - 

 厚生連   99  31 403   66   44 - 

 国民健康保険団体連合会 - - - - - 

 健康保険組合及びその連合会   7  1 569   281 -   2 

 共済組合及びその連合会   39  12 937   138 -   4 

 国民健康保険組合   1   320   13 - - 

 公益法人   188  46 465   478   146   93 

 医療法人  5 659  834 221  46 079  62 530  16 300 

 私立学校法人   113  56 260   204   38   16 

 社会福祉法人   200  33 932  10 377   419   45 

 医療生協   79  13 087   293   182   48 

 会社   26  7 713  1 637   10   12 

 その他の法人   207  43 022  1 062   414   138 

 個人   126  10 890  40 016  11 980  50 802 
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医療施設動態調査（令和４年１０月末概数）の全文は 
当事務所のホームページの「医業経営 TOPICS」よりご確認ください。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 
病床（千床） 

病床（千床）  
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【厚生労働省】：医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第 5.2 版、情報セキュリティ研修教材（医療 
従事者向け）、情報セキュリティ研修教材（経営層向け）、医療情報システムの安全管理に関するガイドライン、
医療機関のサイバーセキュリティ対策チェックリスト 【NHK サイカル journal】：あなたの病院の「感染」対策
は大丈夫？～問われる医療機関のセキュリティー～ 【日本医師会総合政策研究機構】：病院・診療所のサイ
バーセキュリティ：医療機関の情報システムの管理体制に関する実態調査から 

【徳島県つるぎ町立半田病院】：コンピュータウイルス感染事案 有識者会議調査報告書

８ 
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 【書籍】「働き方改革に対応する 病院の労務管理者のための実践テキスト」渡辺 徹 著 (ロギカ書房) 

     「新しい労働時間管理 導入と運用の実務」社労士業務戦略集団 SK9 著 (日本実業出版社) 

 
 

昨今、医療業界では電子カルテの導入等「医療機関のIT化」が進み、業務の効率化には欠か

せないものとなっています。しかし、それに伴った情報セキュリティに関する事故は、医療機

関自体の存続に大きく影響する経営課題となっており、サイバーセキュリティは医療機関の規

模に関わらず、経営者にとって軽視できない分野です。 

本レポートでは、医療機関のサイバー攻撃がどのようなものかに触れ、厚生労働省のサイ

バーセキュリティ対策に関する様々なガイドラインや、被害にあった医療機関の実例をみなが

ら、今後医療機関が取り組むべきサイバーセキュリティについてご紹介します。 

 

 

サイバー攻撃と一口に言っても、コンピュータへの不正アクセスによる情報流出や端末動作

の不安定化等、その内容は様々です。 

具体的には、CTやレントゲン等で撮影した画像を保存することができなくなる、ランサム

ウェア攻撃により電子カルテが使用できなくなる等、診療に直接影響が出る事例があります。 

このように日本国内だけではなく、世界各国の医療機関でサイバー攻撃による被害が発生し

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ランサムウェアはRansom（身代金）とSoftware（ソフトウェア）を組み合わせた造語で

す。ランサムウェアに感染したコンピュータのロックや、内部ファイルを暗号化することによ

って使用不能にした後に、元に戻すことと引き換えに「身代金」を要求する悪意のあるソフト

ウェアです。 

また、昨今のランサムウェア攻撃の中には、コンピュータを使用不可にするだけではなく、

情報を事前に盗み取った上、「身代金の支払いがなければ情報を暴露する」と脅迫する手法も

存在しています。 
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攻撃者 

・画像設備が自動的に再起動 

・電子カルテの使用不可 

・パソコンの動作不安定 

等 

サイバー攻撃 

 
 



 

１０ 

医療情報を扱う全ての医療機関等が 

参照すべき内容 

保存義務のある診療録等を電子的に 

保存する場合に参照すべき内容 

保存義務のある診療録等を電子媒体によ

り外部保存する場合に 

参照すべき内容 

e-文書法に基づいてスキャナ等に 

より電子化して保存する場合の指針 

１章～６章及び１０章 ７章 

８章 ９章 

各章の項目ごとに記載される内容 

制度上の要求事項 

最低限のガイドライン 

要求事項の解説・原則的対策方針 

推奨されるガイドライン 

 

 

 
 

前章のとおり、日本国内はもちろんのこと、世界中でサイバー攻撃による被害が発生してい

ます。総務省や経済産業省等の各省庁からサイバーセキュリティに対するガイドラインが公開

されており、厚生労働省の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第5.2版」

（以下、ガイドライン）では、医療分野における電子情報の取り扱い方法をはじめセキュリテ

ィ上の対応等、様々な事項について記載されています。 

 
 
  

ガイドラインは全10章で構成されています。１章から６章および10章は医療情報を扱う全

ての医療機関等が参照すべき内容とし、７章は診療録等を電子保存する際に参照すべき内容、

８章は診療録等を電子媒体により外部保存する際に参照すべき内容、９章はｅ-文書法に基づい

てスキャナ等により電子保存する場合に参照すべき内容としています。 

また、ガイドラインの中には、実行する際に「法律や指針等の要求に応えるべき最低限のガ

イドライン」に加え、「トラブル発生時の説明責任の観点から実施した方が理解を得やすく、

推奨されるガイドライン」まで記載されています。 
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１1 

 

 

 
 

前述のとおり、情報セキュリティをより強固なものにするべく、厚生労働省から医療情報シ

ステムに関する様々な事項についてのガイドラインが公開されています。 

しかし、依然として医療機関に対するサイバー攻撃は後を絶ちません。特にランサムウェア

による攻撃はすぐに復旧できるものではなく、多額の復旧費用や長期間の休診を要する場合も

あります。本章では２つの実例をご紹介します。 

 

 
  

令和４年１月12日深夜に、Ａ県Ｋ市にある「Ｋリハビリテーション病院・附属クリニック」

にて患者数万人分の電子カルテが閲覧できなくなる被害が発生しました。 

スタッフが病院内にあるサーバーを確認すると、以下のような文章が送られており、電子カ

ルテのデータを暗号化して身代金を要求するランサムウェアによる攻撃と認識されました。 

そこで病院は、警察への通報や厚生労働省への報告を行い、院内のインターネットがつなが

るパソコンを停止させて、患者への聞き取りによる紙カルテを再度作成し、手書き処方箋で診

療を行う等の対応をしました。 

今まで電子カルテを使用して患者情報に簡単にアクセスできていたものが紙カルテとなり、

院内での患者情報の管理が複雑化してしまいました。 

サーバーの復旧後は紙カルテの情報を電子カルテに転記する作業があり、業務の負担が増加

しているのは明らかです。 

 
 

 

令和３年10月末、Ｔ県Ｔ町立病院がランサムウェア攻撃を受け、電子カルテの閲覧等ができ

なくなる等の大きな被害が生じました。 

その後約２か月もの間、通常診療は停止してしまい、翌令和４年１月４日に再開されていま

す。令和４年６月７日には一連の被害状況から再発防止策までを取りまとめた『Ｔ県Ｔ町立病

院 コンピュータウイルス感染事案 有識者会議調査報告書』が公開されました。 

今回の被害は、令和３年10月末に院内のプリンタから一斉に犯行声明が印刷されたことで発

覚しました。 

ランサムウェア攻撃の被害を受け、電子カルテ等の患者情報を扱うサーバーのデータが暗号

化され、使用不可能となってしまいました。 

被害を確認した後はネットワークを遮断し、救急患者や新規患者の受け入れを中止しました。 

さらには手術も延期せざるを得なくなる等、病院の運営は停止してしまいました。 
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１２ 

レポート全文は、当事務所のホームページの「医業経営情報レポート」よりご覧ください。 

 

 
    

 
 

サイバー攻撃はいつ発生するかわかりません。また、院内のシステム管理者だけがサイ

バーセキュリティに対して知識を深めるだけで院内の情報を守り切るのは困難です。 

また、サイバー攻撃被害の原因がスタッフにある可能性もあります。実際に個人情報をUSB

メモリに入れて持ち出して紛失してしまい、トラブルになった事例もあります。厚生労働省で

は、医療機関で働くスタッフのサイバーセキュリティに関する理解を深めるために、研修教材

を作成しています。院内での情報利用については、全スタッフが共有しておくべきです。 

情報セキュリティの重要性を再確認し、院内での情報セキュリティの強化に努めましょう。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：厚生労働省 情報セキュリティ研修教材（医療従事者向け） 

 

 
 

厚生労働省では『医療情報システムの安全管理に関するガイドライン』の中で、「経営層向

け」「システム管理者向け」「医療従事者・一般の利用者向け」それぞれに対してサイバーセ

キュリティ対策チェックリストを作成しており、サイバー攻撃に対する認識を確認することが

できます。 
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１３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

コスト削減の目標は、医療サービスの質を一定のレベルに保ちつつ、患者

に直接的にかかる費用の有効性や効率の向上を図って、患者一人当たりにか

かる費用の節減を達成することです。 

各費用節減への取り組みに際しては、次のようなポイントに着目します。 

 

 
・業務分担の見直し                 ・再診自動受付システムの導入 

・残業の許可制導入とパート職員やボランティアの活用 ・業務の標準化と高齢者の採用・活用 

 

・常備品の安全在庫量の見直し 

・適正注文数量の調査と購入単価および支払条件の定期的見直し 

・購入先の見直し、地域との結びつきの検討      ・定期棚卸と管理者の棚卸立会 

・購入担当ローテーション、請求明細書のチェック 

 ・年中行事の見直しと行事費用の一部負担 

 
・使用頻度が少ない厚生施設の解約          ・公的団体施設の活用 

・看護職員寮・病院住宅使用料の見直し        ・職員診療費減免規程の整備 

 

・白衣・事務服の有償支給の検討 

・ＯＡ担当者を決定し、事務規格・操作・システムの方向付け 

・事務用品・文具類管理の中央化と相対渡し 

・アウトプットデータの見直しと保存期間経過後の適切な廃棄  ・定期購入刊行物の見直し 

  
・車両関係費のチェックシート活用 

・燃料費、車両使用者走行距離チェックカードの作成 

 ・「会議内容メモ」「会議成果診断メモ」の作成 

  

・冷暖房の設定温度の見直し・フィルター清掃 

・晴天時の昼間、事務部門の昼休み、未使用部屋の消灯 

・照明器具の清掃と点灯スイッチの小分割化 

 ・リース契約時と再リース契約の条件の比較検討 

 

・更新料、権利金および敷金等にかかる法的知識の習得   ・所属団体主催セミナーの活用 

・上司、優秀な職員の順で研修参加    ・「研修マニュアル」「OJT マニュアル」の作成 

・研修講座の自己選択と研修講座のフォローアップ 

  ・給付金制度（自己啓発助成等）の適用の有無の検討 

 
・都道府県・市区町村の低利融資制度の適用の有無 ・固定金利と変動金利の有利・不利の検討 

・預金担保と当座貸越の活用           ・支払手形の不発行 

 

 

 



 

１４ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

医療機関では、薬品管理、医療材料の管理などに「定数管理」を用いてい

ることがほとんどです。定数管理により、デッドストックの節減と使用期限

の遵守に有効であると考えられているためです。 

しかし、大概の医療機関においては、比較的稼動しているものを「定数」

配置しているケースが多く、定数管理＝デッドストック防止とはなりません。 

これが一般的な定数管理における盲点となっています。 

各部門から臨時請求される物品を管理できなければ、デッドストックは解消されません。 

できるだけ臨時請求を減少させるために、臨時で出庫される物品の管理と一般の定数管理と

を分離して管理する必要があります。 

 

 

臨時物品の定義は、「使用頻度は少ないが、患者様の状態により必要不可欠のもの」です。 

病棟に入院される患者様によって必要な物品は異なりますので、一般定数管理とは区別して

管理を行います（特別定数管理）。過去6ヶ月に臨時に供給された物品の動向を見て、特別定

数管理の定数を設定します。供給は各部門からの臨時請求とします。そこで様子を見ますが、

過不足が出ますので、用度担当者が2ヶ月ごとに病棟を定期チェックします。 

その時期に合わせて一般の定数管理品目と特別定数管理品目について見直し、場合によって

は、一般と特別の入れ替えも行います。この定期チェックを行うことで、各病棟での二重請求

による過剰在庫、請求漏れなどによる急な不足なども解消できることになります。業務は完全

ではありませんが、かなり合理化されます。供給金額についても、特別定数管理物品の金額が

徐々に減少されます。この業務を円滑に行いますと、定数管理の盲点は改善されます。 

 

 

病院の原価は、直接原価、間接原価により分かれます。原価管理対象部門において直接発生

する材料費（医薬品費、医療材料費、給食材料費）、人件費、その他経費などが上げられます。 

間接原価には、配布基準に応じたコスト部門の原価となります。 

具体的には、薬剤原価、検査原価、放射線原価、給食原価などが上げられます。 
 

 

 

 

 

 
 


